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【 請 求 項 １ 】
　 注 目 人 物 の 信 用 度 を 判 定 す る 信 用 度 判 定 シ ス テ ム で あ っ て 、
そ れ ぞ れ が 人 物 の ペ ア を 分 類 し た ク ラ ス タ に 対 応 付 け ら れ る 複 数 の 学 習 済 の 機 械 学 習 モ デ  
ル と 、
前 記 注 目 人 物 と 参 照 人 物 と の 関 係 に 対 応 付 け ら れ る 値 に 基 づ く ク ラ ス タ リ ン グ の 結 果 に 基  
づ い て 、 前 記 注 目 人 物 と 前 記 参 照 人 物 と の ペ ア が 分 類 さ れ る 前 記 ク ラ ス タ を 特 定 す る 関 係  
性 特 定 手 段 と 、
特 定 さ れ る ク ラ ス タ に 対 応 す る 前 記 機 械 学 習 モ デ ル に 、 当 該 注 目 人 物 と 当 該 参 照 人 物 と の  
関 係 の 強 さ を 示 す 指 標 を 表 す デ ー タ を 入 力 し た 際 の 出 力 に 基 づ い て 、 当 該 注 目 人 物 と 当 該  
参 照 人 物 と の 近 さ を 示 す 近 さ ス コ ア を 決 定 す る 近 さ ス コ ア 決 定 手 段 と 、
　 少 な く と も １ 人 の 前 記 参 照 人 物 に つ い て の 、 当 該 参 照 人 物 に 関 す る 情 報 と 当 該 参 照 人 物  
に つ い て 決 定 さ れ る 前 記 近 さ ス コ ア と に 基 づ い て 、 前 記 注 目 人 物 の 信 用 度 を 判 定 す る 信 用  
度 判 定 手 段 と 、
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 信 用 度 判 定 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 関 係 性 特 定 手 段 は 、 第 １ の コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム に 登 録 さ れ て い る 前 記 注 目 人 物 の  
ア カ ウ ン ト デ ー タ と 、 第 ２ の コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム に 登 録 さ れ て い る 前 記 参 照 人 物 の ア カ  
ウ ン ト デ ー タ と 、 に 基 づ い て 、 前 記 注 目 人 物 と 前 記 参 照 人 物 と の 関 係 性 を 特 定 す る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 信 用 度 判 定 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 複 数 の 人 物 の そ れ ぞ れ の 属 性 に 基 づ い て 、 互 い に 関 係 が あ る 人 物 の ペ ア を 特 定 す る ペ ア  
特 定 手 段 と 、
　 前 記 注 目 人 物 と 関 係 が あ る 人 物 と し て 特 定 さ れ る 人 物 、 及 び 、 関 係 が あ る 人 物 と し て 特  
定 さ れ る 人 物 が 所 定 数 以 上 前 記 注 目 人 物 と 共 通 す る 人 物 を 、 前 記 参 照 人 物 と し て 特 定 す る  
参 照 人 物 特 定 手 段 と 、 を さ ら に 含 む 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 信 用 度 判 定 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 関 係 性 特 定 手 段 は 、 前 記 注 目 人 物 と 前 記 参 照 人 物 と の 家 族 と し て の 関 係 を 特 定 す る  
、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ３ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 信 用 度 判 定 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
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　 前 記 信 用 度 判 定 手 段 は 、 前 記 注 目 人 物 の ク レ ジ ッ ト ス コ ア を 判 定 す る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 信 用 度 判 定 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 関 係 性 特 定 手 段 は 、 名 字 、 Ｉ Ｐ ア ド レ ス 、 住 所 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 、 年 齢 差 、  
又 は 、 性 別 の う ち の 少 な く と も １ つ に 基 づ く ク ラ ス タ リ ン グ の 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 注 目  
人 物 と 前 記 参 照 人 物 と の 関 係 性 を 特 定 す る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 信 用 度 判 定 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 信 用 度 判 定 手 段 は 、 前 記 注 目 人 物 に 関 す る 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 注 目 人 物 の 信 用 度  
を 判 定 す る 第 １ 判 定 を 実 行 し 、
　 前 記 信 用 度 判 定 手 段 は 、 前 記 第 １ 判 定 に よ っ て 判 定 さ れ た 前 記 注 目 人 物 の 信 用 度 が 所 定  
の レ ベ ル 以 下 で あ る 場 合 、 あ る い は 、 前 記 第 １ 判 定 に よ っ て 前 記 注 目 人 物 の 信 用 度 が 判 定  
さ れ 得 な か っ た 場 合 に 、 少 な く と も １ 人 の 前 記 参 照 人 物 に 関 す る 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 注  
目 人 物 の 信 用 度 を 判 定 し 直 す 第 ２ 判 定 を 実 行 す る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ６ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 信 用 度 判 定 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 注 目 人 物 の 信 用 度 を 判 定 す る 信 用 度 判 定 方 法 で あ っ て 、
そ れ ぞ れ が 人 物 の ペ ア を 分 類 し た 複 数 の ク ラ ス タ の う ち か ら 、 前 記 注 目 人 物 と 参 照 人 物 と  
の 関 係 に 対 応 付 け ら れ る 値 に 基 づ く ク ラ ス タ リ ン グ の 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 注 目 人 物 と 前  
記 参 照 人 物 と の ペ ア が 分 類 さ れ る 前 記 ク ラ ス タ を 特 定 す る ス テ ッ プ と 、
そ れ ぞ れ が 前 記 ク ラ ス タ に 対 応 付 け ら れ る 複 数 の 学 習 済 の 機 械 学 習 モ デ ル の う ち の 、 特 定  
さ れ る ク ラ ス タ に 対 応 す る 前 記 機 械 学 習 モ デ ル に 、 当 該 注 目 人 物 と 当 該 参 照 人 物 と の 関 係  
の 強 さ を 示 す 指 標 を 表 す デ ー タ を 入 力 し た 際 の 出 力 に 基 づ い て 、 当 該 注 目 人 物 と 当 該 参 照  
人 物 と の 近 さ を 示 す 近 さ ス コ ア を 決 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 少 な く と も １ 人 の 前 記 参 照 人 物 に つ い て の 、 当 該 参 照 人 物 に 関 す る 情 報 と 当 該 参 照 人 物  
に つ い て 決 定 さ れ る 前 記 近 さ ス コ ア と に 基 づ い て 、 前 記 注 目 人 物 の 信 用 度 を 判 定 す る ス テ  
ッ プ と 、
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 信 用 度 判 定 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 注 目 人 物 の 信 用 度 を 判 定 す る コ ン ピ ュ ー タ に 、
そ れ ぞ れ が 人 物 の ペ ア を 分 類 し た 複 数 の ク ラ ス タ の う ち か ら 、 前 記 注 目 人 物 と 参 照 人 物 と  
の 関 係 に 対 応 付 け ら れ る 値 に 基 づ く ク ラ ス タ リ ン グ の 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 注 目 人 物 と 前  
記 参 照 人 物 と の ペ ア が 分 類 さ れ る 前 記 ク ラ ス タ を 特 定 す る 手 順 、
そ れ ぞ れ が 前 記 ク ラ ス タ に 対 応 付 け ら れ る 複 数 の 学 習 済 の 機 械 学 習 モ デ ル の う ち の 、 特 定  
さ れ る ク ラ ス タ に 対 応 す る 前 記 機 械 学 習 モ デ ル に 、 当 該 注 目 人 物 と 当 該 参 照 人 物 と の 関 係  
の 強 さ を 示 す 指 標 を 表 す デ ー タ を 入 力 し た 際 の 出 力 に 基 づ い て 、 当 該 注 目 人 物 と 当 該 参 照  
人 物 と の 近 さ を 示 す 近 さ ス コ ア を 決 定 す る 手 順 、
　 少 な く と も １ 人 の 前 記 参 照 人 物 に つ い て の 、 当 該 参 照 人 物 に 関 す る 情 報 と 当 該 参 照 人 物  
に つ い て 決 定 さ れ る 前 記 近 さ ス コ ア と に 基 づ い て 、 前 記 注 目 人 物 の 信 用 度 を 判 定 す る 手 順  
、
　 を 実 行 さ せ る こ と を 特 徴 と す る プ ロ グ ラ ム 。
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